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I  員外利用について 

法第 12 条第３項では、生協が組合員以外の者にその事業を利用さ

せることを原則禁止しています。生協は、組合員への奉仕を最大の

目的(法第９条)としているため、組合員以外の者に対して奉仕する

ことは、組合員の利益を損なうことにつながるからです。 

ただし、法第 12 条第４項により、中小小売商の事業活動への影響

等を考慮した上で、行政庁の許可を得た場合には、員外利用させる

ことができます。 

員外利用の許可申請を計画している場合には、早めに消費生活課

指導グループ生協担当まで御相談ください。 

なお、生協の店舗での員外利用は認められません。 

利用する方には、組合員証の提示を求めたり、店頭等の適当な場

所に組合員のみが利用できる旨及び組合への加入方法を周知する掲

示を行うこと等により、員外利用の防止に努めることが大切です。  

              

II 員外利用の許可申請について 

員外利用の許可は、次のⅣの各号により包括的に許可をします。 

そのため、員外利用の許可申請も同様にⅣの各号により包括的に

申請を行ってください。 

許可申請書に添付する「１ 事業の種類」について、例えば、５

号で申請する場合には、「組合の存する地域の交流を目的とする催

しを実施するための事業」と記載してください。 

一方で、「４ 組合員以外の者に事業を利用させる方法及び程度」

については、員外利用の利用分量割合（以下「利用分量割合」とい

う。）に留意し、利用分量割合内に収まる詳細な数字的根拠も併せて

明記してください。 

なお、利用分量割合を超える想定での許可申請にあっては、許可

はできませんので、御注意ください。 

また、「５ その他参考となる書類」は、組合が員外利用の許可を

行うに当たり、理事会へ報告した際の議事録謄本等を添付してくだ

さい。 

 

III  許可後の留意事項について 

員外利用に係る事業（以下「事業」という。）を企画若しくは参加

しようとする場合には、その事業が許可を受けた事業の種類に合致

していることを理事会で確認し、その旨を議事録に記載してくださ

い。  
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また、事業を実施する際には、定められた利用分量割合を超える

ことがないよう注意してください。 

事業を実施した場合には、県が行う指導検査等において、議事録

や利用分量割合やその把握方法等について、確認することとしてい

ます。 

なお、許可を受けた事業の種類以外での事業を行うことはできま

せん。 

 

IV 行政庁の許可を得て利用させることができる場合 

 
 
 
 
 

１ 離島その他交通不便の地域において生活に必要な物品の円滑

な供給に支障が生じている場合に当該物品を供給する場合（法第

12 条第４項第２号）【20/100】 
 

２ 学校その他の教育文化施設又は病院、保育所その他の医療施設

若しくは社会福祉施設を設置する者が当該施設の利用者に対し

必要な便宜を供与する場合において、当該設置する者に対し当該

便宜の供与に必要な物品を供給する場合（法施行規則第 11 条第

１号イ）【20/100】 
 

３ 職域による組合が、職務その他これに準ずる理由により当該職

域を訪問したものに対し物品を供給する場合（法施行規則第 11 条

第１号ロ）【20/100】 
 

４ 他の組合に物品を供給する場合（法施行規則第 11 条第１号ハ）

【20/100】 
 

５ 組合の存する地域の交流を目的とする催しを実施する場合（法

施行規則第 11 条第１号ニ）【20/100】 
 

６ 震災、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合において、一時的に生活に必要な物品の供給が不足する地

域以外で避難者に対し、必要と認められる期間物品を供給する場

合（法施行規則第 11 条第１号ホ）【20/100】  

   注 意 
 
【 〇 〇 ／ 100】は 、員 外 利 用 の 利 用 分 量 割 合 で 、こ れ を 超 え る こ と
は で き ま せ ん 。  
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７ 組合が注文に応じて物品を自宅その他の場所に配送する方法

により事業を利用することを希望する者に対し、１月以内の期間

を定めて、試行的に当該物品を供給する場合（法施行規則第 11 条

第１号へ）【20/100】 

 

８ 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第４条に規定する地域住

民等により構成された地域の課題の解決を図る取組を行う組織

が、貧困その他の事由により生活を営む上で困難を有する者に対

し必要な便宜を供与する場合において、当該組織に対し当該便宜

の供与に必要な物品を供給する場合（法施行規則第 11 条第１号

ト）【20/100】 
 

９ 職域による組合が、職務その他これに準ずる理由により当該職

域を訪問した者（訪問を予定している者を含む。）に対し当該施設

を利用させる場合（法施行規則第 11 条第２号イ）【20/100】 
 

１０  離島その他交通不便の地域における施設を利用させる場合

（当該地域における他の事業者の事業活動に影響を及ぼす場合

を除く。）（法施行規則第 11 条第２号ロ）【20/100】 
 

１１  墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23 年法律第 48 号）第２条

第６項に規定する納骨堂を利用させる事業 当該納骨堂を利用さ

せる場合（法施行規則第 11 条第３号）【100/100】 
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V 行 政 庁 の 許 可 を 得 な く て も 利 用 さ せ る こ と が で き る 場 合  

 
 
 
 
 

１ 組合がその組合員との間に自動車損害賠償保障法（昭和 30 年

法律第 97 号）第５条に規定する自動車損害賠償責任共済の契約

を締結している場合において、その組合員が組合を脱退した場合

その他組合員以外の者との間で責任共済の契約を継続すること

につき正当な理由があると ※ １厚生労働省令で定める場合（法第

12 条第３項第１号）【無制限】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあ

るときその他の緊急時において、一時的に生活に必要な物品が不

足する地域で当該物品を供給する場合（法第 12 条第３項第２号）

【無制限】 

※１…厚生労働省令で定める事業 

（員外利用の正当な理由） 

第六条 法第十二条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場

合は、組合が自動車損害賠償保障法（昭和三十年法律第九十七号）第五条に規定する

自動車損害賠償責任共済の契約（以下「責任共済契約」という。）を締結している場合

であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、当該責任共済契約の

残存期間に限る。 

一 責任共済契約又は責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でな

い者に相続された場合 

二 責任共済契約の契約者の名義が当該組合の組合員でない者の名義に変更された場

合 

三 責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に譲渡された

場合 

四 法第十九条第一項又は第二十条第一項の規定により組合員が脱退した場合 

五 法第五十条の二第一項の規定により責任共済等（法第二十六条の三第二項に規定

する責任共済等をいう。以下同じ。）の事業（この事業に附帯する事業を含む。）の

全部若しくは一部が譲渡された場合又は法第五十条の二第二項の規定により責任共

済等の共済契約の全部が包括して他の組合に移転された場合 

 

  注 意 
 
【 〇 〇 ／ 100】は 、員 外 利 用 の 利 用 分 量 割 合 で 、こ れ を 超 え る こ と
は で き ま せ ん 。  
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３ 国又は地方公共団体の委託を受けて行う事業を利用させる場

合（法第 12 条第３項第３号）【無制限】 

 

４ 特定の物品を供給する事業であって、組合員以外の者にその事

業を利用させることについて正当な理由があるものとして ※ ２厚

生労働省令で定める事業を利用させる場合（法第 12 条第３項第

４号、法施行規則第７条）【無制限】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※２…厚生労働省令で定める事業 

消費生活協同組合法施行規則 

（昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号） 

（組合員以外の者に特定の物品を供給することのできる事業） 

第七条 法第十二条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる

事業とする。 

一 酒税法（昭和二十八年法律第六号）第二条第一項に規定する酒類を供給する事業 

二 たばこ事業法（昭和五十九年法律第六十八号）第二条第三号に規定する製造たばこ

を供給する事業 

三 水道水を供給する事業 

四 ガス又は電気を供給する事業であって※２－１厚生労働大臣が定めるもの 

※２－１…厚生労働省令で定めるもの 

消費生活協同組合法施行規程（令和六年厚生労働省告示第七十四号） 

（組合員以外の者に特定の物品を供給することのできる事業） 

第一条の二 消費生活協同組合法施行規則（以下「規則」という。）第七条第四号に規定す

る厚生労働大臣が定めるものは、次の掲げる事業（第二号及び第三号に掲げる事業にあっ

ては、行政庁が地域の実情を勘案して、消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会が

当該事業を行うことが適当であると認めたものに限る。）とする。 

一 ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第五項に規定する一般ガス導管事

業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業 

二 前号に掲げるもの以外のガスを供給する事業 

三 電気を供給する事業 
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【無制限】 

５ 組合が所有する体育施設その他の施設であって、組合員の利用

に支障のない範囲内で一般公衆の利用に供することが適当であ

る施設として ※ ３厚生労働省令で定める施設に該当するものを利

用させる場合（法第 12 条第３項第５号、法施行規則第８条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 組合員に対する医療に関する事業（法第 12 条第４項）【100/100】 
 

７ 高齢者、障害者等の福祉に関する事業であって組合員に利用さ

せるもの（法第 12 条第４項）【100/100】 
 

８ 職域による組合が、当該職域に係るものであって※ ４厚生労働省

令で定めるものに第 10 条第１項第１号の事業を利用させる場合

（法第 12 条第４項第１号、法施行規則第 10 条）【20/100】 

 

 

 

 

 

 

 

  

※３…厚生労働省令で定める施設 

（組合員以外の者に利用させることのできる施設） 

第八条 法第十二条第三項第五号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施

設とする。 

一 体育施設 

二 教養文化施設 

※４…厚生労働省令で定めるもの 

（職域による組合が法第十条第一項第一号の事業を利用させることのできる組合員以外の

者） 

第十条 法第十二条第四項第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の職域の母

体となる法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）とする。 
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VI 員 外 利 用 の 利 用 分 量 割 合 の 把 握  

員外利用が認められ、利用分量割合が定められている事業にあって

は、その割合を超えて利用させることはできません。 

常に利用分量割合を把握し、適切な員外利用に努めてください。 

利用分量割合の算出は、原則として、次によります。（法第 12 条第

４項ただし書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（一事業年度における組合員以外の者の第十条第一項各号の事業ごとの利用分

量の総額）／（当該事業年度における組合員の当該同条第一項各号の事業ごとの利

用分量の総額）に対する割合 

ただし、医療事業及び福祉事業で員外利用の正確な金額の把握が困難な場合の例

外として、総額を人数割りする方法も認められています。 

 

   注 意 

 

●利用分量割合が「100／100」となっている事業にあっては、無制限に

員外利用を認めているものではありません。 

「 100／ 100」の場合の員外利用分量の上限は、「 組 合 員
・ ・ ・

の 利 用 分 量 の
総 額
・ ・

」となりますので、誤解のないよう注意してください。 
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